


職場でのストレス
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とメンタルヘルス

藤井聡山形大学医学部教授

プロフィール：
仕事上の精神的・ノロ理的なストレス要因として

①仕事の量的な負担

②仕事上の裁量権または自由度

③上司の支援

④同僚・部下の支援

があげられます。仕事で求められる作業二やスピー

ドに比べて、自分の裁三権や自由度が限られ仕事上の

コント□－ルが低い場合、精神的・ﾉ､理的に大きな「ス

トレス」になります。仕事のコント□－ルが高い管理

職に比べて、作業のやり方や進め方が限定されている

製造ラインの作業者は、僅かな作業この増加でストレ

スになることがあります。さらに、仕事をする上で欠

かせないのが「上司の支援」と「同僚の支援」です。

チームワークを欠いた職場環境では上司や同僚や部下

からの支援が得られず、働くうえで大きなストレスに

なります。

私は嘱託産業医として職員数４００名ほどの職場をＳ

箇所受け持っていますが、職場でのストレスに関連し

たメンタルトラブルがさまざまな形で見受けられます。

メンタルトラブルは中高年の問題だけでなく、入職し

たての若い職員にも数多く見受けられます。ここで、

メンタルトラブル例を挙げながら、職場のストレス問

題について述べたいと思います。
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と思っていましたがなかなか改善せず、上司とともに

面談に訪れました。

このようなトラブルを起こす青年は、元来は几帳面・

完全主義・頑張り屋で、高偏差値で受験競争に勝ち抜

いてきた反面、もともと、気立てが優しく、人と競っ

たり争ったりすることを好まない性格であることが多

いのです。進学先や就職先の優劣、勝ち負けのこだわ

りが強いため、いったん受け入れられない現実に遭遇

すると、退却・逃避してしまうのです。最悪の場合、

会社を辞めて「ひきこもり」になってしまう場合があ

ります。

Ａ君は、いまだ自分が何者なのかわからないまま就

職してしまったようです。高い評価に彩られたままの

自己イメージを持っているために、それとは異なる現

実を受け入れることができないようでした。現実には、

新入社員は仕事上の裁三権や自由度が低く仕事がコン

ト□－ルできない状態で、ストレスを溜めてしまった

1．出勤拒否に陥った新卒社員

Ａ君は東京の有名私立大学法学部を卒業し、Ｓヶ目

ほど本社で研修した後に、地方支店の一般顧客サービ

ス部門に配属されてきました。配属当初は先輩につい

て仕事のやり方を習得しようと頑張ってはいましたが、

慣れぬ±地で上手に仕事を覚えることが出来ませんで

した。配属半年後に仕事でささいなトラブルを起こし

た時に、先輩から「やる気があるのか」と叱責されま

した。これがきっかけとなり、仕事に対して無気力に

なってしまいました。周囲は「すぐ立ち直るだろう」

ようです゜

現代は｢勝ち組｣と「負け

組み」がはっきりしている

格差社会であり、就職後に

厳しい現実と向かい合った

ときに引きこもらざるを得

なくなっている胄年が増え
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ているのではないか、と思われます。Ａ君の場合は、

精神科・ﾉ､療内科などでの治療とともに「自己を見つ

めなおす」ことが必要と思われました。

３抑うつで面談したベテラン技術系社員

ｃ氏は４Ｇ歳、入社歴２４年のベテラン社員です。精

密機械メーカにおいて顧客からの修理･保守依頼の対

応をおこなっている部署の職長です。週休２日制、就

業規貝|｣上の勤務時間はＳ時ｓｏ分から１７時Ｓ○分まで

です。職長として緊急事態で早朝･深夜に呼び出され

ることは１年間に数回だけでした。しかし、管理職と

しての時間外業務があり、過去ｅ月では休日出勤が月

1～三回、時間外労働時間はＳ○時間を超えていました。

また、現場を統括しているために有給休暇はあまり取

得していませんでした。自宅から職場までの通勤時間

はｓｏ分程度でした。

真面目で温和な性格であるため、日頃同僚や部下か

ら大変信頼されていました。そのため労働組合の委員

長に選出されたのですが、そのころから頭痛・めまい

と不眠を訴え、仕事に集中することができなくなって

きました。最初は単なる疲れかと思っていたようです

が２月間改善せず、同僚の勧めもあり面談することに

なりました。

２燃え尽きた幹部候補社員

４０歳になったばかりのＢ氏は長年にわたり、顧客と

して公的機関を対象とした法人営業のエキスパートと

して活躍していました。営業成績は地域でもトップク

ラスで、同期では一番早く課長職に抜擢され今後が期

待されました。

最近になり公共事業の発注が頭打ちになり、勤務先

での営業成績に落ち込みが見られるようになりました。

当初、Ｂ氏は持ち前の熱心さで業績を回復させようと

頑張っていました。しかし、次第にいらいらすること

が多くなり、些細なことで部下を激しく叱責するよう

になりました。そのために、同僚や部下から支援が得

られなくなり仕事も振るわず、深酒をするようになっ

てしまいました。そして、突然の休みや遅刻が目立つ

ようになりました。心配した上司がＢ氏を伴って面談

に訪れました。

ストレスを受けやすいタイプとして「Ａ型行動パター

ン」があげられます。これは、少ない時間で最大の効

果を上げたいという欲求が習慣的に存在し、行動に表

れるものです。具体的に言えば、「時間への切迫感や

せっかちさ｣、「具体的成果への飽くなき追求｣、「数へ

のこだわり｣、「地位への不安感」があり行動面で「仕

事への熱中」が見られる反面、同僚や部下を含む競争

相手に対しては「攻撃性」を持った態度で接すること

が多くあります。このような心理・行動パターンを有

する人は、普段は有能な職員として－日を置かれては

いますが、実はストレスから「燃え尽きてしまう」と

いうメンタルトラブルに陥りやすいタイプでもありま

す。

このメンタルトラブルの徴候としては、ポカ休，

職場でのミス，問題飲酒、すなわち職場のＳＡ

（AbsenteeismAccidentAlcoholism）があげら

れます。抑うつ感、挫折感、自己不全感に苦しみ、出

勤できなくなるほど悪化しても自ら相談しようとしな

いため、相談・治療が遅れる場合が多くあります。産

抑うつの留意点

2週間以上にわたり異常が持続して

いる場合は医師に相談しましょう。

①よく眠れるか

②食欲はあるか

③仕事の億劫さはないか

④新聞やテレビに集中できるか

⑤とくに午前中は調子悪いか

⑥このような状態では

「いっそ死にたい」と思うか

､紗,

面談でＣ氏は、

「仕事が気になって仕方がありませんが、身体が言う

ことを聞かず、非常に焦ります。」

「会社に行きたくないけれど行かなければなりません。

顧客や同僚に迷惑をかけていると思うと苦しくて仕

方がありません。」

「この１ヶ月は気分が落ち込んで仕方がありません。

とくに午前中が悪く、午後になると多少は落ち着き

ます。」

といった訴えがあり、さらに聞き出しますと

「同僚に迷惑をかけて申し訳ない。皆のお荷物だ。仕

事をすっぱりと辞めて消えてなくなりたい。」

と語りました。うつ状態に特徴的な訴え（上表）が間

業保健スタッフのみなら

ず、上司や同僚を含む職

場全体として｢ストレス」

についての理解を共有す

べきものであると思いま

す。
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スタッフなどに相談していただきたいと思います。職

場外の専門機関（心療内科医や精神科医）の治療が必

要になる場合もあり、診察に行く時間を与えたり、ま

た十分に休業できるような職場環境の形成が必要にな

ります。

十分に休養した後、主治医が復職可能と判断するこ

とで職場復帰がなされます。その際に病気を周囲が

理解し皆がサポートすることが、職場復帰受け入れの

ポイントになります。うつ病からの回復期では、休職

前の状態にはいきなり戻さないことが重要です。復帰

当初は生活リズムを建て直し、気分や体調をコント□

－ルすることが大切です。職場復帰後の数ヶ月は残業

をしないで、その後徐々に業務三をもとに戻してゆく

ことが重要です。

かれたので、専門医を紹介しましたところ、「うつ病」

と診断され、ただちに休職して治療に専念するように

なりました。

誰にでも“うづが訪れる可能性があります。ある

大学病院では総合内科受診例のｅ％程度にうつ傾向が

あると報告されています。また、一生の間に罹患する

可能性は男性は５～１２％、女性は１○～２５％でやや

多い傾向にあります。うつ病の発症には性格や遺伝、

ﾉ、理社会的な要因や身体的要因が複雑に絡み合い、原

因をはっきりと特定できるものは多くありません。し

かし、過重労働がストレスとなりうつ病発症のきっか

けになることもあり、「長H寺間労働者への医師による

面接指導制度」が倉|｣設され、１月１００時間を超える時

間外労働をした場合には医師による面接を受けるよう

になりました（下図)。
職場からストレスを無くすには

ストレス問題は｢職員個人のパーソナリティの偏り｣、

「仕事上の能力の欠陥｣、「身体的な病気｣、「うつ病な

ど心の病気」など、個人の問題として捉えられがちで

す。また、「過大な要求を行う｣、「耐え難い不安・緊

張を強いる」上司のパーソナリティなど、人間関係の

問題として捉えられる側面もあります。さらに、「職

場組織から個々の職員に与えられる能力の限界を超え

た要求」など、組織および社会|胄勢も関与します。

ストレスによる職場への不適応は、不適応者個人の

要因と職場環境要因の相互関係として補足することが

必要でしょう。職場でのメンタルヘルス向上には個人

のメンタルヘルスに配慮すると同時に、職場環境の調

整、作業三および作業内容の適正化、人間関係の再調

整など、仕事上の精神的・心理的なストレス要因の軽

減が求められます。

過重労働対策

「労働安全衛生法等一部を改正する法律」Ⅱ

（平成18年３月17日施行）

・対象事業場:菫鑛菫鬘騨瀧諒'潮０人１
．対象労働者：時間外労働が１月当たり100時間を超え、｜

かつ、疲労の蓄積が認められる労働者で、

面接指導の申し出をしたもの。産業医は、｜

同労働者に対して面接指導の申し出を行う’

ように勧奨できる。派遣労働者は派遣元事｜
業主に実施の責務がある。

･記録：面接指導の結果を作成して５年間保存しな’

ければならない。

二蕊驚議塁IiL:■
'快適な職場の形成

働く環境が快適であるためには、職場の建物や設備

など作業環境が働きやすいものであることが必要でし

ょう。さらに、そこで働く人一人ひとりが心身両面に

わたって健康であることが求められます。産業衛生ス

タッフは、定期健康診断や特殊健康診断の結果などを

活用して身体面の健康状態の把握に努められているこ

とと思います。さらにメンタルヘルス対策として職場

全体でメンタルトラブルに関しての知識を共有しなが

ら、その対策を進めることが必要とされるようになっ

てきました。各企業は働きやすい環境や制度を整備す

るとともに、衛生管理者や産業医など産業衛生スタッ

フと人事スタッフが緊密に協力しながら、働く人一人

ひとりのﾉ、身健康状態を的確に把握するようにﾉ、掛け

る必要があるのではないかと思います。

＊６月間平均で１月あたり平均80時間以上の時間タト労働者に

対しては、面接は努力義務にあげられている。

うつ病には十分な休養が何よりも大切で、薬物治療

で改善する場合が多くあります。職場でのうつ病対策

としては

１）発生予防と環境調整

２）早期発見、早期治療

Ｓ）休業を含む十分な休養と専門家の治療

４）復職後のアフターケア

があげられます｡具体的な対策として､産業保健スタッ

フなどによる職場内でのストレスケアに加えて、早期

発見のためにうつ病に対する職場の構成員全体の理解

が必要です。部下、同僚、上司など周囲の人にメンタ

ルトラブルが見受けられる場合には、早めに産業保健
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一
オリンパスグループでは、会社とオリンパス健康保

険組合が協業し、従業員とその家族の健康増進を狙い

とした「オリンパス健やか２１」を進めています。

具体的な活動は「生活習'|貴改善による健康づくり」

を柱に、会社とオリンパス健康保険組合は、効果的な

支援を行っています。その一環として「オリンパスヘ

ルスアップキャンペーン」では、まず自分自身の生活

習'|貢を見直して、改善するために「ウォーキング」

を基本コースとして、さらに「食事」「運動」「メンタ

ル」等６つの選択コースから－つのコースを選択し、

それぞれのチャレンジ目標を設定し、毎日意識して取

組む「本人が主役の健康づくり」を進めています。

1鱸:iiillililiil灘l1llilI1ll11Ijl熱1m
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－全ては患者様の笑顔のために－

吉森オリンパスは、１ｓ７ｓ年Ｓ月に設立され､現在、

医療用内視鏡分野の中でも、処置具の開発および製造

・組立を主な業務としています。

近年、医療における内視鏡的処置の普及が拡大して

いることから、実際に使用する医師や看護師の意見･要

望をもとに､より早く、的確で使い易い製品を生み出す

ために開発･製造が連携して積極的に取組んでいます。

－□に処置具といっても、その種類は多様です｡高周

波スネア、注射針､高周波凝固子､乳頭切開具､胆石破

砕具等､現在ではおよそ１０００種類を数えるに至ってい

ます。近年は、粘膜にとどまっている早期冑がんに対

しては、内視鏡的粘膜切除術（ＥＭＲ／Endoscopic

MucosalResectlon）により治療するなど、さま

ざまな内視鏡的処置がめざましく普及し、多くの患者

への手術による負担を大幅に軽減しています。

詠癩'3潟

岩木山と吉森りんご
弘前城さくら祭り

鴬議驫||鱸!'震111i蕊i11ll

胄森オリンパスでは、事業所で働く全ての人の安全

と健康を確保することを基本方針として安全衛生目標

を定め、ＰＤＣＡという一連の過程に基づき、継続的

に実施する安全衛生管理に関する仕組みを確立し、’|央

適な職場環境づくりを目指しています。

２００９年ｓ月、厚生労働省告示第５Ｓ号「労働安全

衛生マネジメントシステムに関する指針」に基づいた

ＪｌＳＨＡ方式適格ＯＳＨＭＳ（Ｏｃｃｕｐａｔｉｏｎａｌ

Safety＆HealthManagementSystem）労働安

全衛生マネジメントシステム(ＯＳＨＭＳ)認定を取得し

ています。
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黒石ねぷた祭り(青森オリンパスのねぶた）
１．－￣￣－－．￣￣￣￣￣声一一ザーーーーーーーーーーーーー￣￣￣￣気一ヨーーーーーー－－－－１

１◆事業｛内容□／:…
１．

'■)青森オリンパス株式会社JL

lJjl失療用露|視鏡関連製品(塞療用処置貝製品)の開発．製造｜
卜Y〒OsG-o357青森県黒石市迫子野木2-2481、
１．〒ＥＬＯ１フ2-52〒s５１１ＦＡｘｏ１７２－５２－ｓ５１５１
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蕊

名所名跡、特産品の紹介コーナー
埼玉県滑/１１町・東船山市

本部業務部伊藤香織
群留R蒋蕊家一一一一一…￣~.~.~.~~~~~===￣￣－－~￣ﾛｰｰｰｰｰ--…．咄

髄県の癒しのスポットを紹介します2Ml;ilji鞍‐鑓
畷:鋼

霧 その刀･森林公園

東武東上線森林公園駅から、直線バスに乗ること

約１０分で、国営武蔵丘陵森林公園に到着します。国

営武蔵丘陵森林公園は通称、森林公園と呼ばれてお

、、埼玉県比企郡滑川町と熊谷市にまたがる緑豊かな
急Ｆ

＿…蕊鱈騨鐘毯露蕊露Ｉ灘11入雫糯:瀞

鰄蕊轤鑿蕊i蕊i篝議iii鑿i鑿Ｉ鍵公東で。。 藍載耗

森林公束は明治百年の記念事業の一環Ｉｉｉ:||鑿i霧議霧iii;ilil1鑿|議議i蕊iｉ
とLﾉて１９７４年７月２２１に全巨目初の王宮『<7鰯i篝i鑿r蕊:E霧！霞
ります。遠くに山々が見え、天気の良い日には、富士山

を望むこともできるそうです。ですが、この日は雲が

が広がっていました。中にあるボタニカルショップでは

ハーブティーやソフトクリームを頂くことも出来ます。

鵬その2･東松山ｸﾞﾙﾒ
森林公園駅から１つ東京寄りの東松山駅。駅を降り

ると、そこは数々の焼鳥屋さんが並んでいます。しか

も焼き鳥といっても、東松山では、『鳥を串にさして

焼いている』のではなく、『豚のカシラを串にさして

焼いている」のだそうです。

なぜ、焼き鳥がこんなに名物と言われているのかは

はっきりしませんが、お値段は１本１ｓ○円くらいと

とって二E)リーズナフル１お１人様でも、女性でも入り

やすいような雰囲気のお店もいっぱいあります１

味は味u曽を付けて食べるのが東松山流……のようで

す。

皆さんも東松山を訪れた際には、お気に入りのお店

を見つけられてはいかがですか？

轍……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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轤 平成22年４月１日から施行

労｣動讓墓拳法の１.JjL部改リノL法
i:箪軽

二傘や

i三j(li謹墾:，蔵褒ｉｉ繊棗す！
，：曲弘

で
l壽iiiiiL二)j(簿Zl1jmZ鶴菫腱諺ｉ劉穂l騰営菫競il§&Z闇&鋼重禰jZiiijl直ii霧謹溌;鴬議ﾂiｉ

Ｊ１jか月にSOI寺間を超える時間外労働を行う場合｡■回！…ＩＦＳ0％以上■J爪改湘法第37条第１項、
-,点11.､P・＃：.・:｡ｆ-..鑑､由．.､;人鈩…:･･…:［..､,･･･一一一．.‐￣.■恥1`､:…弔八~.:い"零一へ~・舟:､】毎1に…2.｣,４．人ｗｉ….ずし喝iい'~-~.＿～･鰯｡

○1か月60時間を超えるH寺間外労働については、法定害ｌ増※猶予される中小企業一

賃金率が、現行の25％から50％に引き上げられます。①資本金の額または出資の総額が
（注1）小売業５POOカニ以卜

第138条）

①資本金の額または出資の総額が

小売業5,000万円以下

サービス業5,000万円以下
卸売業１億円以下

上記以外３億円以下

または

○ただし、中小企業については、当分の間、法定割増賃金

率の引上げは猶予されます。（注2)(※）

(注１）割増賃金率の引上げは、時間外労働が対象です。

休日労働(35％）と深夜労働（25％）の割増賃金率は、

変更ありません。

(注２）中小企業の割増賃金率については、施行から3年経過

後に改めて検討することとされています。

②常時使用する労働者数が

小売業５０人以下曇場単位ではなく
サービス業１００人以下企業(法人または個人
卸売業１００人以下事業主)単位で判断し

上記以外300人以下ます゜

菖増賃金の支払に代えた有給の体1段の仕組みが導入されます■／■j(改湘法第37条第３項）

○事業場で労使協定を締結すれば、１か月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、改正法

に

よる引上げ分(25％から50％に引奮上げた差の25％分)の割増賃金の支払に代えて、 有給の休暇を付与する

ことができます。（注1）

○労働者がこの有給の休暇を取得した場合でも、現行の25％の割増賃金の支払は必要です。（注2）

(注１）この有給の休暇は、長時間の時間外労働を行ったときから一定の近接した期間内に、半日単位などまとまった単位で付与すること

が考えられますが、詳細は改正法の施行までに、労働政策審議会で議論の上、厚生労働省令で定められます。

(注２）労働者が実際に有給の休暇を取得しなかった場合には、５０％の割増賃金の支払が必要です。

（ 〕
【具体例】事業場で労使協定を締結すれば、割増賃金

の支払に代えて、有給の休暇付与も可能
【図】割増賃金の支払に代えた

有給の休暇の仕組み 時間外労働を月76時間行った場合

月60時間を超える１６時間分の割

ベ
一沙

期:薯ｷﾞｰｰｰ
１．２５－－－－－－－－－－－－

(25％の割増賃金）

通常の賃金ョ，

増員金の引上げ分

蕊
25％（50％-25％）の支払に代

えて、有給の休暇付与も可能

→１６時間×025＝４時間分の

有給の休暇を付与
Ⅱ■!■■■■ﾛ江]■■=ぱ■－■■■■■河■P■■戸■!■面■■,戸■-咄■酉■甫再■■■剪底■

■･Ｈ

(76時間×１２５の黄金の支払は必要 ）

時間外労働なしｉ
－ノ、-,1;iL-

￣Ｔ－

ＯＨ寺間
仁１か月の

60時間（76時間）時間外労働

鱒詞、、

ど
、円垈

義:iii
戸 －－－Wﾛ認鰯

.■.l浪度時間ji（1か月４ｓ時闇）を超えるI寺間口外労働を行う場合…､厨２Ｓ％Ｉを超える率
’－－/ｊ…_T/…ｉｉＹＷエイーパヘ……,…………＿…:……､

○「時間外労働の限度基準｣(平成１０年労働省告示第154号:限度基準告示)Iこより、1か月に45時間を超えて時間外

労働を行う場合には､あらかじめ労使で特別条項付きの時間外労働弼定を締結する必要がありますが､新たに、

①特別条項付きの時間外労働協定で憾、愚45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定めること

②①の率は法定割増賃金率〈25％）を超える率とするように努めること

③月45時間を超える時間外労働をできる限”短くするように努めることが必要となります。（注l)(注2）
（注１）労使は、時間外労働協定の内容が限度基準告示に適合したものとなるようにしなければなりません。（労働基準法第36条第３項）

（注２）今後、改正法の施行までに、労働政策審議会で議論の上、限度基準告示が改正される予定です。

⑬￣￣￣￣￣‐￣￣￣■￣￣￣￣￣￣－－－－-－￣￣－－￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣-－￣￣--￣￣￣￣￣￣￣￣￣■￣￣￣￣￣＝￣￣ご￣￣￣￣凹一一一写‐官■￣￣￣い￣￣字守守マーご￣Ｕ世マツごごどごごやＵｗ▼￣可可じゃＵむごさ、￣ご■■■■￣⑪⑪ロ⑪⑰■ご”Ｕ、■ロ‐ロ②■ロゼ■■■⑤⑪⑪■Ｕ②■⑤●■｡●●②□①p○●●●●●●●●●●●●●●●●●



【平成22年４月～】
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【現行】【図】時間外労働に対する

割増賃金率の仕組み i月の時間外

労働時間数
５０％

(法律）

60時間※１，２の改正内容を図にすると

右のようになります。 25％２５％１２５％を超える率

(法律）（法律）’今■【限度基準告示）

45時間

２５％

(法律）

２５％

(法律）

》
Ｉ

大企業中小企業大企業中小企業

v割、
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Ｓ
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改正法第39条第４項）

#結すれ■ば、１年に○現行では、年次有給休暇は日単位で取得することとされていますが､事業場で労使協定を締結すれば、１年に

５日分を限度として時間単位で取得できるようになります。（注l）（注2）

○年次有給休暇を日単位で取得するか､時間単位で取得するかは､労働者が自由に選択することができます｡(注3）

（注１）所定労働日数が少ないパートタイム労働者の方なども、事業場で労使協定を締結すれば、時間単位で取得できるようになります。

（注２）１日分の年次有給休暇が何時間分の年次有給休暇に当たるかは、労働者の所定労働時間をもとに決めることになしﾉますが、詳細は

改正法の施行までに、労働政策審議会で議論の上、厚生労働省令で定められます。

（注３）例えば、労働者が日単位で取得することを希望した場合に、使用者が時間単位に変更することはできません。

事業場で労使協定を締結すれば、
【図】時間単位年休の仕組み

分割して時間単位で取得可能5日分以内

cgDQ二二'○○．
労働者の年次有給休暇の付与日数

●－糸
1時間×8などに分割
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【図】時間単位年休の仕組み


